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紫陽花

偽造キャッシュカードによる預金の引出し被
害が急増していることから、銀行では、被害にあった預金者が、所得税の確定申告で雑損
控除が受けられるよう、申告手続きの際に雑損控除の適用に必要な「被害届出証明書」を、
刑法上の被害者である銀行が警察に請求し、預金者に取り次ぐ取扱いにしています。

偽造キャッシュカードと雑損控除

国　税／ 5月分源泉所得税の納付 6月10日

国　税／所得税の予定納税額の通知 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 6月30日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分） 市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険

賞与等支払届 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役場に提出）

6月30日

（水無月） June6月
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◆ 6月の税務と労務



6月号 2

確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、
平
成
十
三

年
十
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
新
し
い
年
金

制
度
で
、
日
本
版
４
０
１
Ｋ
プ
ラ
ン
と

通
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
の
メ

リ
ッ
ト
や
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
以

下
、
Ｑ
＆
Ａ
で
整
理
し
て
み
ま
す
。

１

メ
リ
ッ
ト

適
格
退
職
年
金
か
ら
の
移
行
の

受
皿
と
し
て
大
企
業
に
は
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
中
小
企

業
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
で

す
か
。

従
来
の
退
職
給
付
の
方
式
は
、

退
職
時
賃
金
に
勤
続
年
数
別
の
支

給
率
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
こ
と
か
ら
、
社
員
に
と
っ
て
は
、
退

職
時
賃
金
も
勤
続
年
数
も
正
確
な
数
字

が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
自
分
の
給
付
額

が
わ
か
ら
ず
「
目
に
見
え
な
い
退
職
金
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
代
で
は
、
わ
か
ら
な
い
給
付
を
社

員
に
内
緒
で
積
み
立
て
て
い
て
も
勤
労

意
欲
の
向
上
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

毎
月
明
示
す
る
「
目
に
見
え
る
退
職
金
」

に
す
る
た
め
に
、
確
定
拠
出
年
金
は
有

効
と
言
え
ま
す
。

２

税
務
上
の
取
扱
い

確
定
拠
出
年
金
は
、
老
後
の
生

活
設
計
の
た
め
に
、
国
の
支
援
と

し
て
の
優
遇
税
制
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
そ
の
内
容
を
教
え
て
下
さ

い
。確

定
拠
出
年
金
に
は
、
大
別
し

て
「
企
業
型
年
金
」
と
「
個
人
型

年
金
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
拠
出
限
度
額
、
非
課
税
枠
で
そ

QA

QA

サラリーマン 

図表1● 確定拠出年金の4タイプ（掛金の非課税枠） 

受給者 

個　人　　　　年間 81.6万円 

企　業　　　　年間 55.2万円 

企　業　　　　年間 27.6万円 

個　人　　　　年間 21.6万円 

企業年金の有無 
401K

拠出者 年間拠出限度額 

（国民年金基金との合計） 

（個人の上乗せ拠出は不可） 

どちらか 

（注）企業拠出分の非課税枠は従業員一人あたり。 

自営業者など な　し 

な　し 

あ　り 

個人型年金 

企業型年金 

企業型年金 

個人型年金 

question 
 

answer

確
定
拠
出
年
金
と

税 



3 6月号

れ
ぞ
れ
二
タ
イ
プ
に
区
分
さ
れ
て
い
ま

す
。企

業
型
年
金
は
、
既
存
の
企
業
年
金

（
厚
生
年
金
基
金
、
適
格
退
職
年
金
等
）

の
有
無
で
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
既
存
の
企
業
年
金
に
優
遇
措
置
が

あ
る
こ
と
か
ら
公
平
を
図
る
た
め
で
す
。

個
人
型
年
金
は
、
加
入
で
き
る
既
存

の
企
業
年
金
も
４
０
１
Ｋ
の
企
業
型
年

金
も
な
い
企
業
の
従
業
員
と
、
自
営
業

者
等
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
を
図
示
す
る
と
、
図
表
１
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

既
存
年
金
制
度
と
の
関
係
で
、

確
定
拠
出
年
金
の
対
象
者
と
拠
出

限
度
額
を
教
え
て
下
さ
い
。

図
表
２
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
専
業
主
婦
や
公
務
員
は
、

確
定
拠
出
年
金
に
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

税
制
上
の
優
遇
措
置
を
拠
出
、

運
用
、
給
付
の
段
階
に
区
分
し
て

教
え
て
下
さ
い
。

拠
出
段
階
、
運
用
段
階
、
給
付

段
階
ご
と
に
図
表
３
の
よ
う
に
取

扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

図表2● 対象者と拠出限度額、既存年金制度との関係 

（注）拠出限度額は平成16年10月から 
　　増額されています。 （加入者拠出のみ） （企業拠出のみ） 

自営業者等 企業年金を 
実施してい 
ない場合 

個人型１ 

既存の企業年 
金も確定拠出 
型も実施して 
いない場合 
個人型２ 企業型１ 

企業年金を 
実施してい 
る場合 

企業型２ 

企業年金等 

厚生年金・共済年金 

基礎年金 

国共済 

地共済 

対象外 

自営業者など 

第1号被保険者 

被用者の被扶養配偶者 

第3号被保険者 

被用者（サラリーマンなど） 

第2号被保険者 

個 人 型  企 業 型  

厚生年金基金 
適格退職年金 
私学共済等 対象外 

月
額
６
８ 

０
０
０
円 

， 

図表3● 税制上の優遇措置 

拠出段階 
事業主拠出金 損金（必要経費）に算入 

従業員への給与課税無し 

個人拠出金 小規模企業共済等掛金控除 

事業主拠出掛金及びその運用益に対し特別法人税を課税（平成20年3月末まで課税を停止） 
年金資産である信託財産につき支払を受ける利子・配当等は非課税 
 

・年金給付は公的年金等の雑所得 
・一時金は退職所得 
  （掛け金払込期間を勤続年数とする） 

非課税 

みなし相続財産（死亡退職金）として相続税の対象 
非課税枠あり 

所得税・住民税を課税 

企 業 型  

① 老 齢 給 付 金  

 

② 障 害 給 付 金  

③ 遺 族 給 付 金  

 ④ 脱 退 一 時 金  

個 人 型  

運用段階 

給付段階 

※給付開始年齢は 
　60歳以上70歳以下 

拠出限度額 
月額46,000円
（年間55.2万円） 

拠出限度額 
月額23,000円
（年間27.6万円） 

拠出限度額 
月額18,000円
（年間21.6万円） 

拠出限度額 
月額68,000円
年間 81 . 6万
円から国民
年金基金等
の掛金を控
除した額 

A Q A Q
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駐
車
場
を
借
り
た
と
き
の
契
約
書
の
印

紙
税
は
、
契
約
の
形
態
に
応
じ
て
、
次
の

よ
う
な
取
扱
い
に
な
り
ま
す
。

一

駐
車
す
る
場
所
と
し
て
の
土
地
を
賃

貸
借
す
る
場
合

駐
車
場
と
し
て
土
地
を
賃
貸
借
す
る
場

合
の
賃
貸
借
契
約
書
は
、
印
紙
税
額
一
覧

表
の
第
一
号
文
書
「
土
地
の
賃
借
権
の
設

定
に
関
す
る
契
約
書
」
に
当
た
り
、
印
紙

税
が
か
か
り
ま
す
。

二
　
車
庫
を
賃
貸
借
す
る
場
合

車
庫
と
い
う
施
設
の
賃
貸
借
契
約
書
で

す
か
ら
、
課
税
文
書
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

三

駐
車
場
に
駐
車
す
る
こ
と
の
契
約
の

場
合

駐
車
場
と
い
う
施
設
の
賃
貸
借
契
約
書

で
す
か
ら
、
課
税
文
書
に
は
当
た
り
ま
せ

ん
。

四
　
車
の
寄
託
（
保
管
）
契
約
の
場
合

車
と
い
う
物
品
の
寄
託
契
約
書
に
当
た

り
、
課
税
文
書
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

駐
車
場
の
賃
貸
借
に
係
る
印
紙
税

同業者団体が主催した共同行事の

負担金の仕入税額控除はどのように

なりますか？

同業者団体又は企業グループなど

が、構成員全体の宣伝、販売促進、

会議などの共同行事を行うことがあ

ります。この場合、共同行事の主宰者が、そ

の費用を賄うために構成員から負担金、賦課

金などを集めることがあります。

一般的には、主宰者が構成員のために負担

金などを受け取って宣伝、販売促進などを行

うことになります。したがって、その負担金

などは役務の提供の対価として、消費税の課

税の対象となり、主宰者の課税売上げになり

ます。この場合には、各構成員は、負担した

負担金、賦課金等について仕入税額控除の対

象とすることができます。

ただし、構成員ごとの負担割合があらかじ

め定められている場合で、同業者団体などが

各構成員の負担割合に応じて共同行事を行っ

たものとして、次のように処理している場合

は、同業者団体などの売上げ、仕入れに関係

しないものとすることができます。

例えば、負担金、賦課金などの構成員から

の受入額を仮受金などとして処理し、広告料

などを支払った場合には、この仮受金からの

支払とするというように、負担金、賦課金な

どの受入れ、払出しを仮勘定によって処理し

ている場合です。この処理が行われている場

合には、構成員が直接、広告会社などに広告

料などを支払ったものと同じ取扱いがされる

ことになり、構成員の課税仕入れとなります。

なお、同業者団体などに剰余金が生ずる場

合はこの処理は認められません。

いずれにせよ、負担した構成員においては

仕入税額控除ができますが、主宰者における

課税売上、課税仕入の有無に違いがあります

ので、主宰者の消費税を考慮して処理をする

ことをお勧めします。

同業者団体の共同行事の
負担金と消費税

交
通
事
故
の
加
害
者
か
ら
、
被
害
者

が
死
亡
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
損
害
賠

償
金
を
遺
族
が
受
け
た
と
き
は
、
相
続

税
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
損
害
賠
償
金
は
遺
族
の
所
得
に

な
り
ま
す
が
、
所
得
税
法
上
、
非
課
税

規
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
金
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
金
に
は
、
慰
謝
料
や
逸
失

利
益
の
補
償
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
逸

失
利
益
の
補
償
金
と
は
、
も
し
そ
の
人

が
生
き
て
い
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き
る

所
得
の
補
償
金
の
こ
と
で
す
。

な
お
、
被
相
続
人
が
損
害
賠
償
金
を

受
け
取
る
こ
と
に
生
存
中
決
ま
っ
て
い

た
が
、
受
け
取
ら
な
い
う
ち
に
死
亡
し

て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
賠

償
金
を
受
け
取
る
権
利
、
す
な
わ
ち
債

権
が
相
続
財
産
と
な
り
、
相
続
税
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

交
通
事
故
の
損
害
賠
償
金

税金 

メモ 
一口 


